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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和５年１０月２３日（令和５年（行情）諮問第９４２号） 

答申日：令和６年１２月４日（令和６年度（行情）答申第６７９号） 

事件名：特定保険医療材料の告示価格の訂正に関する文書の開示決定に関する

件（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 
別紙の１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に

つき，別紙の２に掲げる各文書（以下，順に「本件対象文書１」ないし

「本件対象文書３」といい，併せて「本件対象文書」という。）を特定し，

開示した決定については，本件対象文書を特定したことは妥当である。 
第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和５年４月１４日付け厚生労働省発

保０４１４第７号により厚生労働大臣（以下「厚生労働大臣」，「処分

庁」又は「諮問庁」という。）が行った開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，文書特定に誤りがある。 

２ 審査請求の理由 

審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載によると，おおむね次

のとおりである（なお，資料の記載は省略する。）。 

（１）審査請求書 

ア 事実認定の前提 

本件審査請求に当たり，前提となる事実を確認すると，以下のとお

りである。 

（ア）２０２２年１２月２８日付け令和４年度（行情）答申第４４９号 

原処分に係る２０２２年１２月２８日付け総務省情報公開・個人

情報保護審査会（以下「審査会」という。）の令和４年度（行情）

答申第４４９号「特定保険医療材料の告示価格の訂正に関する文書

の開示決定に関する件（文書の特定）」。以下「前回答申」とい

う。）の第３の３（２），及び第５の２には，以下の記載がなされ

ている。 

（引用開始） 

第３の３（２） 

本件審査請求を受けて，諮問庁として，改めて，本件審査請求に該
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当する文書について探索したところ，本件訂正を受けて，処分庁に

おいて，「随時改定（旧）．ＸＬＳＸ」を「随時改定（新）．ＸＬ

ＳＸ」に見直し，改正後の貴金属価格について，令和２年２月７日

付け保発０２０７第３号（略）の別紙８（略）に拠って算出してい

る。 

したがって，上記「随時改定（旧）．ＸＬＳＸ」及び「随時改定

（新）．ＸＬＳＸ」について，本件請求文書に該当する文書（略）

として追加して特定し，その全部を開示することが妥当である。 

第５の２ 

（１）（略） 

ア 「歯科用貴金属価格の随時改定に関する事務処理要領（中

医協への提出資料を作成するため，金属の素材価格の平均値を

集計するために用いられている表計算ソフトのファイル等の電

磁的記録を含む）」及び「同事務処理要領の改定内容がわかる

資料」（略） 

（２）そこで，当審査会事務局職員をして諮問庁に対し，上記

（１）アないしキの文書の保有の有無等について確認を求めさ

せたところ，おおむね以下の通り説明する。 

ア 上記（１）アの文書について 

新・旧を問わず，作業としては，「随時改定」で示したフォ

ーマットにデータを入力して出力された結果を基に，中医協資

料に反映するのみである。したがって，そもそも，個別に事務

処理要領を作成する必要もないし，作成していない。（略） 

（引用終わり） 

イ 原処分に対する審査請求人の認否・反論 

原処分の決定通知書の１に記載された（２）「随時改定（旧）．Ｘ

ＬＳＸ」及び（３）「随時改定（新）．ＸＬＳＸ」以外にも，本件

請求文書に該当するエクセルファイルが存在すると考える。その理

由は，下記のとおりである。 

（ア）上記ア（ア）の引用部分の第５の２（２）アに記載したとおり，

処分庁は，歯科用貴金属価格の随時改定に関する作業について，

「「随時改定」で示したフォーマットにデータを入力して出力され

た結果を基に，中医協資料に反映するのみである。」と説明してい

る。 

上記ア（ア）の引用部分の第３の３（２）に記載したとおり，処

分庁は，「随時改定（旧）．ＸＬＳＸ」を「随時改定（新）．ＸＬ

ＳＸ」へと見直しているのであるから，「「随時改定」で示したフ

ォーマットにデータを入力して出力」するために使用しているエク
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セルファイル（以下「出力計算用エクセルファイル」という。）に

ついても，同様の見直しがされていると考えるのが経験則上自然で

ある。 

本件請求文書は，歯科用貴金属価格の「改定漏れの再発防止策及

び告示価格の計算方法の見直しに関する資料」であるから，当該エ

クセルファイルは本件請求文書に該当する。 

（２）意見書 

理由説明書（下記第３の３）「（２）原処分の妥当性について」に対

して，以下のとおり反論する。 

ア 事実認定の前提 

（ア）エクセルファイル「随時改定．ＸＬＳＸ」について 

諮問庁は，本件対象文書であるエクセルファイル「随時改定．Ｘ

ＬＳＸ」に関して，以下の説明を行っている。 

ａ ２０２２年１２月２８日付け令和４年度（行情）答申第４４９

号「特定保険医療材料の告示価格の訂正に関する文書の開示決定

に関する件（文書の特定）」 

（引用開始） 

第５の２（１） 

ア 「歯科用貴金属価格の随時改定に関する事務処理要領（中

医協への提出資料を作成するため，金属の素材価格の平均値を

集計するために用いられている表計算ソフトのファイル等の電

磁的記録を含む）」及び「同事務処理要領の改定内容が分かる

資料」 

第５の２（２） 

ア 上記（１）アの文書について 

新・旧を問わず，作業としては，「随時改定」で示したフォ

ーマットにデータを入力して出力された結果を基に，中医協資

料に反映するのみである。したがって，そもそも，個別に事務

処理要領を作成する必要もないし，作成していない。 

（引用終わり） 

ｂ ２０２３年３月２３日付け令和４年度（行情）答申第６５７号

「中央社会保険医療協議会の特定の資料に関する意思決定の経緯

が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

（引用開始） 

第３の３（２）エ 

審査請求人は中医協資料のグラフについて作成過程における

「随時改定．ＸＬＳＸ」等の表計算ソフトのファイル等の存在

を推察として述べているが，「随時改定．ＸＬＳＸ」について
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は歯科用貴金属機能区分の基準材料価格改定の計算方法をフォ

ーマットとして示すものであり，中医協資料の検討に関する文

書として改めて作成するものではない。文書の存在理由になら

ない。 

第５の２（１）ク 

「随時改定．ＸＬＳＸ」について確認したところ，当該エクセ

ルファイルに関数等が埋め込まれているというようなこともな

く，「随時改定．ＸＬＳＸ」については，歯科用貴金属機能区

分の基準材料価格改定の計算方法をフォーマットとして示すも

のという諮問庁の説明に矛盾はない。ただし，「随時改定．Ｘ

ＬＳＸ」とは別に，これに入力した数値を表にしたものは存在

する。 

第５の２（４） 

（略）ⅲ）「随時改定．ＸＬＳＸ」ファイルに入力したデータ

を表にしたものの提示を求めさせ，当審査会においてその内容

を確認したところ，（略）ⅲ）は，「随時改定．ＸＬＳＸ」フ

ァイルそれ自体ではないものの，令和４年１月３日から３月３

１日までの間の日々（土・日を除く。）の金，銀及びパラジウ

ムの単価（安値，高値及び平均）を時系列に整理したものであ

るから，本件対象文書に該当すると認められる。（以下略） 

（引用終わり） 

ｃ ２０２３年７月６日付け令和５年度（行情）答申第１７８号

「中央社会保険医療協議会の特定の資料に関する検討内容が分か

る文書の一部開示決定に関する件」 

（引用開始） 

第５の２（１）ア 

審査請求人は，「随時改定．ＸＬＳＸ」について，下記（ア）な

いし（ウ）といった事実があることを指摘し，本件請求文書に該当

する旨の主張をしている。 

しかしながら，理由説明書でも説明したように，「随時改定．Ｘ

ＬＳＸ」は，当該エクセルファイルに関数等が埋め込まれていると

いうようなこともなく，歯科用貴金属機能区分の基準材料価格改定

の計算方法をフォーマットとして示すものである。 

したがって，個々の計算に当たっては「随時改定．ＸⅬＳＸ」を

使用しておらず，定まっている計算式に基づいて値を算出するだけ

であるから，「随時改定．ＸＬＳＸ」を都度作成する必要もなく，

説明に矛盾はない。なお，「随時改定．ＸＬＳＸ」とは別に，計算

に当たって入力した数値を表にしたものは存在する。 
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（ア）令和３年（行情）諮問第３９０号（令和４年度（行情）答申

第４４９号）では，本件と同じように，当初は「フォーマット

として示すものであるため対象文書ではない」としていた「随

時改定．ＸＬＳＸ」を，諮問に当たって対象文書とすることに，

諮問庁自らの判断で変更している。 

（イ）中医協の資料に記載されているグラフには，従来明らかにさ

れていない値が使用されており，これは，「随時改定．ＸⅬＳ

Ｘ」を用いて計算した結果であると思われる。 

（ウ）中医協資料７頁に掲載されている歯科鋳造用金銀パラジウム

合金の平均素材価格のグラフは，２０２１年３月２１日中医協

資料「個別事項（その１）歯科用貴金属材料の基準材料価格改

定について」における資料「最近の歯科用貴金属材料の基準材

料価格改定の状況について」に掲載されたグラフを基に，縦軸

（１ｇ当たりの素材価格（円））及び横軸（年月）を拡大，延

長して作成されていることからも，「随時改定．ＸⅬＳＸ」は，

中医協資料の検討に関する文書として，必要に応じて都度作成

されている事実が推定される。 

第５の２（２） 

諮問庁は，上記（１）のとおり，原処分で特定した本件対象文書

以外に本件請求文書に該当する文書は存在しない旨説明するが，同

アでは，「随時改定．ＸＬＳＸ」は計算方法を示すフォーマットで

あるから本件請求文書に該当しないものの，「計算に当たって入力

した数値を表にしたもの」は存在する旨説明する。 

そこで，当審査会事務局職員をして諮問庁に対して，「計算に当

たって入力した数値を表にしたもの」の提示を求めさせ，当審査会

においてその内容を確認したところ，当該文書は，「随時改定．Ｘ

ＸＬＳＸ」ファイルそれ自体ではないものの，令和元年７月１日か

ら令和３年１２月１５日までの日々（土・日を除く。）の金，銀及

びパラジウムの単価（安値，高値及び平均）を時系列的に整理した

ものであり，これに基づき中医協総会の資料が作成されたものであ

るから，本件請求文書に該当すると認められる。 

（イ）「行政文書１件」の範囲について 

諮問庁は，「行政文書１件」の範囲について，「情報公開事務処

理の手引 令和４年４月厚生労働省大臣官房総務課 公文書監理・

情報公開室」４４頁）において，以下の説明を行っている。 

（注）開示請求件数の数え方等 

１ 「行政文書１件」の範囲 

一つの表題の下に取りまとめられた一定の意図又は意味を表
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す文書，図画又はデータが「一の行政文書」なので，本文に別

添文書，参考文書，資料，写真，図画等が添付されている場合

は，それら全てを含めて「行政文書１件」の範囲に入る。 

イ 諮問庁が理由説明書で主張する事実に対する，審査請求人の認否・

反論 

（ア）理由説明書（下記第３の３（２）ア）について 

ａ 「審査請求人は，令和４年度の前回答申を引用し，「「随時改

定」で示したフォーマットにデータを入力して出力」するために

使用しているエクセルファイルについても様式の見直しが行われ

ていることが自然であり，当該エクセルファイルが本件請求文書

に該当すると述べている。」との事実は，認める。 

ｂ 「ここで審査請求人が指摘する上記エクセルファイルは，

「「随時改定．ＸＬＳＸ」に入力した数値を表にしたもの」を指

しているものと推定される」との諮問庁の説明は，認められない。

審査請求人は，「「随時改定．ＸＬＳＸに入力した数値を表にし

たもの」（以下「時系列数値表」という。）についても本件請求

文書に該当するが，当該表の他にも本件請求文書に該当する文書

が存在すると考える。その理由は，以下のとおりである。 

（ａ）上記ア（ア）ａに記載したとおり，上記ａに記載した「「随

時改定」で示したフォーマットにデータを入力して出力するた

めに使用しているエクセルファイル（出力計算用エクセルファ

イル）とは，歯科用貴金属価格の随時改定に係る作業において，

歯科用貴金属の素材価格の平均値を集計し，中医協資料に反映

するため（すなわち，中医協総会への提出資料を作成するた

め）に，諮問庁が作成し，保有している行政文書である。 

（ｂ）上記ア（ア）ｂに記載したとおり，時系列数値表とは，特定

年月日Ａから特定年月日Ｂまでの間の日々の日々（土・日を除

く。）の金，銀及びパラジウムの単価（安値，高値及び平均）

を時系列に整理したものである。そして，上記ア（ア）ｃに記

載したとおり，当該表に基づいて中医協総会の資料が作成され

ている。 

（ｃ）理由説明書（下記第３の３（１））に記載されているとおり，

諮問庁は，原処分において，２０２１年１月２７日付けで歯科

用貴金属に係る告示の改正を訂正した経緯及び再発防止策等に

ついて，同日開催された中医協総会に提出した資料を本件対象

文書（「告示価格の計算方法の見直しに関する資料」）として

開示している。 

上記ア（イ）に記載した「「行政文書１件」の範囲」に基づ
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けば，中医協総会への提出資料を作成するという意図をもって

諮問庁が作成し，保有している行政文書に該当する出力計算用

エクセルファイル及び時系列数値表は，いずれも本件請求文書

に該当する。 

（ｄ）審査請求人は，以下の行政文書（エクセルファイル等の電磁

的記録を含む。）についても，中医協総会への提出資料を作成

するという意図をもって諮問庁が作成し，保有している行政文

書として，本件請求文書に該当すると考える。 

Ⅰ）２０２１年１月２７日開催の中医協資料１頁「歯科用貴金

属価格の随時改定Ｉについて（令和３年４月）」の電磁的記

録（エクセルファイルもしくはパワーポイントファイル） 

Ⅱ）２０２１年１月２７日開催の中医協資料２頁「歯科用貴金

属価格の随時改定Ⅰについて」の電磁的記録（関数等が埋め

込まれたエクセルファイル） 

Ⅲ）２０２１年１月２７日開催の中医協資料３頁「歯科用貴金

属素材価格の変動推移」の電磁的記録（グラフが埋め込まれ

たエクセルファイル） 

ｃ 「当該エクセルファイルは，様式の見直しの有無にかかわらず，

単に数値を表にしたものであるから，審査請求人が特定すべきと

する本件請求文書には該当しない。」との説明は，認められない。

その理由は，上記ｂの（ｂ）及び（ｃ）に記載したとおりである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，令和３年１月２２日付け（同日受付）で，開示請求者

として，法３条の規定に基づき，厚生労働大臣（処分庁）に対し，別紙

の１に掲げる本件請求文書の開示請求を行った。 

（２）これに対して，処分庁が令和３年３月２２日付け厚生労働省発保０３

２２第４３号により開示決定（以下「前回処分」という。）を行ったと

ころ，審査請求人は，文書特定に不服があるとして，同年６月２１日付

け（同月２３日受付）で審査請求（以下「前回審査請求」という。）を

提起した。 

（３）前回審査請求に対し，諮問庁は，令和３年９月２１日付けで，審査会

に対し，前回処分の際に特定した文書（本件対象文書１と同じ文書）に

加え，対象文書を追加して特定し（本件対象文書２と同じ文書），その

全部を開示することが妥当である旨の意見を付して諮問したところ，審

査会は，令和４年１２月２８日付け令和４年度（行情）答申第４４９号

（前回答申）により，諮問庁が追加すべきとする対象文書を特定し（本

件対象文書３と同じ文書），更に該当するものがあれば追加して特定し
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て，改めて開示決定等をすべきである旨を答申した。 

（４）諮問庁は，令和４年１２月の前回答申に基づき，令和５年２月２７日

付け厚生労働省発保０２２７第９号により前回処分を取り消す旨の裁決

を行い，これを受けて，処分庁は，同年４月１４日付け厚生労働省発保

０４１４第７号により，別紙の２に掲げる本件対象文書を特定し，その

全部を開示する旨の決定（原処分）を行ったところ，審査請求人が文書

特定に不服があるとして，同年７月２０日付け（同月２４日受付）で，

本件審査請求を提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求については，原処分は妥当であるから，棄却すべきである。 

３ 理由 

（１）原処分について 

本件審査請求に係る原処分は，前回答申を踏まえ，前回処分で特定し

た文書（本件対象文書１と同じ文書）に加え，前回答申において特定す

べきとされた文書（本件対象文書２及び本件対象文書３と同じ文書）に

ついて，本件対象文書として特定し，開示決定したものである。処分庁

は，該当する文書の保有について改めて調査したが，別紙の２に掲げる

本件対象文書の外に本件開示請求に係る行政文書の保有は認められなか

った。 

（２）原処分の妥当性について 

ア 審査請求人の主張について 

審査請求人は，前回答申を引用し，「「随時改定」で示したフォー

マットにデータを入力して出力」するために使用しているエクセル

ファイルについても様式の見直しが行われていることが自然であり，

当該エクセルファイルが本件請求文書に該当すると述べている。 

ここで審査請求人が指摘する上記エクセルファイルは「「随時改定．

ＸＬＳＸ」に入力した数値を表にしたもの（時系列数値表）」を指

しているものと推察されるが，当該エクセルファイルは，様式の見

直しの有無にかかわらず，単に数値を表にしたものであるから，審

査請求人が特定すべきとする本件請求文書には該当しない。 

イ 文書の特定について 

諮問庁において，改めて，本件請求文書に該当する行政文書の保有

について，関係部局の書庫等を含め探索したが，原処分において特

定した行政文書のほかに該当する行政文書は確認されなかった。 

４ 結論 

以上のとおり，本件審査請求については，原処分は妥当であるから，棄

却すべきである。 

第４ 調査審議の経過 
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当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和５年１０月２３日   諮問の受理 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年１２月６日      審査請求人から意見書を収受 

④ 令和６年１１月８日    審議 

⑤ 同月２８日        審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

本件対象文書を特定し，その全部を開示する原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，他にも対象とすべき文書が存在する旨主張

しているところ，諮問庁は，原処分を維持すべきとしていることから，以

下，本件対象文書の特定の妥当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）審査請求人が本件請求文書の開示を求めたことに関する前回処分から

本件の原処分に至る経緯等は，諮問庁の理由説明書（上記第３）のとお

りであり，処分庁が原処分で特定した本件対象文書には，前回答申にお

いて当審査会が追加特定すべきと答申した別紙の２（３）に掲げる本件

対象文書３が含まれている。 

しかしながら，審査請求人は，原処分で処分庁が特定した本件対象文

書以外にも，更に本件請求文書に該当する文書が存在する旨の主張をし

ている。 

（２）今回，審査請求人が具体的に，本件請求文書に該当する旨主張する文

書は，下記のⅠないしⅤの文書である。 

Ⅰ ２０２１年１月２７日開催の中医協資料１頁「歯科用貴金属価

格の随時改定Ｉについて（令和３年４月）」の電磁的記録（エクセ

ルファイルもしくはパワーポイントファイル） 

Ⅱ ２０２１年１月２７日開催の中医協資料２頁「歯科用貴金属価

格の随時改定Ⅰについて」の電磁的記録（関数等が埋め込まれたエ

クセルファイル） 

Ⅲ ２０２１年１月２７日開催の中医協資料３頁「歯科用貴金属素

材価格の変動推移」の電磁的記録（グラフが埋め込まれたエクセル

ファイル） 

Ⅳ 時系列数値表（上記Ⅲの文書の元データ） 

Ⅴ 出力計算用エクセルファイル 

ア 当審査会事務局職員をして諮問庁に対して，上記ⅠないしⅢの文書

の提示を求めさせ，当審査会においてその内容を確認したところ，Ⅰ

ないしⅢの文書は，原処分で本件対象文書として特定した「「歯科用
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貴金属価格の随時改定Ⅰについて（令和３年４月）」（令和３年１月

２７日 中医協 総－３）」（以下「令和３年１月２７日中医協資

料」という。）の１頁ないし３頁の電磁的記録であることが確認でき

る。 

ところで，開示請求書には対象文書の媒体，開示方法等は限定され

ておらず，原処分の決定通知書を確認すると，令和３年１月２７日

中医協資料は既に原処分で特定されて全部開示すると判断されてい

る。このため，紙か電磁的記録かの媒体のいかんにかかわらず，令

和３年１月２７日中医協資料は，既に原処分で全部開示すると判断

されていると認められ，改めてⅠないしⅢの文書を追加特定する必

要は認められず，開示実施方法等申出書を追加して提出すれば足り

るものと理解される（なお，念のため，当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ，諮問庁も，審査請求人から追加の開示

実施方法等申出書が提出されれば対応する，との説明であった。）。 

イ 当審査会事務局職員をして諮問庁に対して，上記Ⅳの文書の提示を

求めさせ，当審査会においてその内容を確認したところ，Ⅳの文書は，

上記Ⅲの文書（グラフ）の元データであることが認められる。 

しかしながら，本件開示請求は，別紙の１に掲げるとおり「・・・

告示価格が訂正された・・・等について，改定漏れの再発防止策及

び告示価格の計算方法の見直しに関する資料」の開示を求めるもの

であるところ，Ⅳの文書には，改定漏れの再発防止策及び告示価格

の計算方法の見直しに関する記述は認められない。したがって，Ⅳ

の文書は本件請求文書に該当するとは認められない。 

なお，審査請求人は，令和４年度（行情）答申第６５７号及び令和

５年度（行情）答申第１７８号の別件答申においても，本件のⅣに

相当する文書を特定すべきと判断されている旨主張するが，別件答

申の開示請求と本件開示請求とは請求対象文書が異なることから，

審査請求人の主張は当たらない。 

ウ 上記Ⅴの文書について，当審査会事務局職員をして諮問庁に対し，

当該文書の提示を求めさせたところ，当該文書については，「中医協

で使用するグラフを作成するための一時的な作業用ファイルであり，

グラフが完成した段階で不要となるので廃棄しており，保存していな

い」とのことである。 

上記Ⅴの文書について，「グラフを作成するための一時的な作業用

ファイルであり，グラフが完成した段階で不要となるので保存して

いない」旨の諮問庁の説明は，特段不自然・不合理であるとは認め

られず，これを覆すに足りる特段の事情も認められない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 
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審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，開示した決定については，厚生労働省において，本件対象文書の外に

開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないの

で，本件対象文書を特定したことは妥当であると判断した。 
（第３部会） 

委員 長屋 聡，委員 久末弥生，委員 葭葉裕子 
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別紙 

 

１ 本件請求文書（前回答申に係る請求文書と同じ。） 

令和３年１月８日付け保険局医療課事務連絡「「「特定保険医療材料及び

その材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保険医療材料料（使用

歯科材料料）の算定について」の一部改正について」の一部訂正について」

で告示価格が訂正された「歯科鋳造用１４カラット金合金鉤用（ＪＩＳ適合

品）」等について，改定漏れの再発防止策及び告示価格の計算方法の見直し

に関する資料（計算方法の可視化についての検討を含む） 

 

２ 本件対象文書 

（１）歯科用貴金属価格の随時改定Ⅰについて（令和３年４月）」（令和３年

１月２７日 中医協 総－３）（本件対象文書１） 

（２）「随時改定（旧）．ＸＬＳＸ」及び「随時改定（新）．ＸＬＳＸ」（本

件対象文書２） 

（３）本件訂正に係る告示の改廃及びその経緯に関する決裁文書（本件対象文

書３） 

ア 起案用紙 

イ 概要 

ウ 官報正誤（厚生労働省告示第３０４号） 

エ 赤入れ原稿（厚生労働省告示第３０４号） 

オ 特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正す

る件（厚生労働省告示第３０４号） 


